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ι # 7/ 16 

令和 6 年(ワ)錦 2744号損害賠償甜求事件

原告松竹伸幸

被告伊藤惜

証拠説明書

さいたま地方裁判所第 2 民事部合議 2B係 御中

2 0 2 5 年 1 0 月 2 2 白

被告訴訟代迎人

弁秘士 小林

同 長持i

|司 加脱他

同 j若林芳
iに

間 山時 {私

山 田 大 輔J申出 ~l|軍同に陣而司.1..J~令i m 同

4 

乙吟柾 標目 作成自 作成者 立証趣旨

目本共産党の市田副議民長が被
告とされ、出説会の知雷の評価
が問題となった判決において、

写 東京地方裁判所 f聴衆がその内容を反復して確
18 ~I可決苦 2025. 6. 13 認するものではないこと」を均

し 民事筋 34 音IS 庖:に入れて判断がなされている
とと。 (被告 i1U 1iiH@:面( 3) 1 
2 頁で引用した判決。現在、挫
訴審に係胤。)


